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 平成２３年６月５日付けの文書をもって照会のあった標記の件について、貴

見のとおりと思料します。 

なお、実施に当たっては、「医師法第十七条、歯科医師法第十七条及び保健師

助産師看護師法第三十一条の解釈について」（平成 17年 7月 26日付け医政発第

0726005号厚生労働省医政局長通知）の注２から注５までを踏まえ、医師又は看

護職員と密接な連携を図るべきものと思料します。 

 



（参考） 

 

○医師法第十七条、歯科医師法第十七条及び保健師助産師看護師法第三十一条

の解釈について（抄） 

 

注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第

17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とす

る必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であるこ

と等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあ

り得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等

に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的

な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に

連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。 

また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の

要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範

囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告する

べきものである。 

注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第17

条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする

必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には

実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であ

り、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではな

い。 

また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行

われるよう監督することが求められる。 

注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の

解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定に

よる刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。 

注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画

が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うと

ともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべき

である。上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場

合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置があ

る場合には、その指導の下で実施されるべきである。 

 


